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論壇
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
を
取
り
巻
く

環
境

近
年
、
経
済
産
業
省
に
よ
る

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ

ー
シ
ョ
ン
推
進
ⅰ
に
加
え
て
、

コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
経
済
社
会

は
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
デ
ジ
タ
ル

化
へ
の
対
応
を
求
め
ら
れ
る
と

共
に
デ
ジ
タ
ル
環
境
下
に
お
け

る
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ

の
リ
ス
ク
の
高
ま
り
も
懸
念
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
昨
年
秋

に
実
施
さ
れ
た
マ
ネ
ー
・
ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
に
関
す
る
金
融
活

動
作
業
部
会
（F

A
T
F
:F
in

an
cial

A
ctio
n
T
ask
F

o
rce
o
n
M
o
n
e
y
L
au
n

d
e
rin
g

）
の
第
4
次
対
日
相

互
審
査
の
結
果
発
表
も
間
近
に

迫
っ
て
お
り
、
審
査
結
果
に
よ

っ
て
は
本
邦
金
融
機
関
等
の
マ

ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
等
へ

の
取
組
み
が
大
き
く
左
右
さ
れ

る
た
め
、
関
係
者
の
関
心
は
高

ま
っ
て
い
る
。
重
要
課
題
と
し

て
は
、
リ
ス
ク
評
価
書
、
経
営

管
理
態
勢
、
及
び
米
国
Ｏ
Ｆ
Ａ

Ｃ
ⅱ
規
制
を
含
む
経
済
制
裁
へ

の
対
応
な
ど
に
関
す
る
高
度
化

が
予
想
さ
れ
る
。

最
新
の
動
向
が
注
目
さ
れ
る

マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
だ

が
、
そ
の
発
生
由
来
や
意
義
等

に
つ
い
て
、
城
祐
一
郎
教
授
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
1

9
0
0
年
代
初
頭
の
米
国
禁
酒

法
時
代
、
マ
フ
ィ
ア
の
ア
ル
・

カ
ポ
ネ
は
違
法
な
酒
類
密
売
に

よ
り
多
額
の
収
益
を
隠
匿
し
、

1
9
3
1
年
に
脱
税
で
逮
捕
さ

れ
た
。
こ
れ
は
脱
税
に
よ
り
摘

発
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
も
の

の
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン

グ
罪
の
は
じ
ま
り
と
い
わ
れ
て

い
る
。
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
と
は
、「
犯
罪
等
の
違
法

行
為
に
よ
っ
て
得
た
こ
と
で
表

に
出
せ
な
い
よ
う
な
資
金
を
、

合
法
的
に
使
え
る
よ
う
に
す
る

た
め
に
色
々
な
操
作
や
作
為
を

し
、
そ
れ
が
合
法
的
に
獲
得
さ

れ
た
正
当
な
資
金
で
あ
る
か
の

よ
う
な
外
観
を
作
り
出
す
行
為

全
般
」
で
あ
る
。
具
体
的
に

は
、
麻
薬
な
ど
禁
制
品
等
の
売

買
な
ど
に
よ
る
犯
罪
行
為
等

（
以
下
「
前
提
犯
罪
」）
に
よ

っ
て
得
た
利
益
（
以
下
「
犯
罪

収
益
」）
を
銀
行
預
金
口
座
等

に
入
金
し
て
、
送
金
を
繰
り
返

し
た
り
す
る
こ
と
で
そ
の
出
所

を
隠
匿
し
、
そ
の
後
、
合
法
的

な
不
動
産
売
買
等
の
経
済
活
動

に
用
い
る
一
連
の
動
き
と
さ
れ

て
い
る
ⅲ
。

か
ね
て
よ
り
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
勧

告
ⅳ
で
は
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン

ダ
リ
ン
グ
罪
の
前
提
犯
罪
と
し

て
租
税
犯（T

ax
C
rim
es

）

が
含
ま
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
お

り
、
あ
わ
せ
て
我
が
国
に
お
い

て
も
、
平
成
29
年
の
組
織
的
な

犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の

規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下

「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」）
の

改
正
に
よ
り
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
の
前
提
犯
罪
と
し

て
租
税
犯
が
追
加
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
国
家
公
安
委
員
会

の
「
犯
罪
収
益
移
転
危
険
度
調

査
書
」
で
は
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
を
企
て
る
者
に
と

っ
て
、
法
律
・
会
計
専
門
家

は
、
取
引
や
財
産
の
管
理
に
介

在
さ
せ
る
こ
と
で
正
当
性
が
あ

る
か
の
よ
う
な
外
観
性
を
構
成

す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
さ

れ
て
お
り
、
詐
欺
や
賭
博
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
収
益
を
正
当
な

事
業
収
益
で
あ
る
か
の
よ
う
に

装
う
た
め
、
事
情
を
知
ら
な
い

税
理
士
・
税
理
士
法
人
を
利
用

し
て
経
理
処
理
さ
せ
て
い
た
事

例
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法

律
・
会
計
関
係
サ
ー
ビ
ス
は
、

マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
に

悪
用
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
て
い
る
。
か
か
る
危

険
性
の
軽
減
措
置
と
し
て
、
日

本
税
理
士
会
連
合
会
で
は
、

「
税
理
士
事
務
所
等
の
内
部
規

律
及
び
内
部
管
理
体
制
に
関
す

る
指
針
」
の
改
訂
等
を
通
じ
て

犯
罪
に
よ
る
収
益
の
移
転
防
止

に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
犯
罪

収
益
移
転
防
止
法
」）
の
理
解

を
促
進
し
て
い
る
ⅴ
。

こ
の
よ
う
な
マ
ネ
ー
・
ロ
ー

ン
ダ
リ
ン
グ
を
取
り
巻
く
環
境

を
鑑
み
、
本
稿
で
は
、
我
々
税

理
士
に
関
連
の
深
い
、
租
税
犯

と
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ

罪
の
前
提
犯
罪
、
税
理
士
事
務

所
等
に
求
め
ら
れ
る
内
部
管
理

体
制
、
及
び
カ
ポ
ネ
の
幼
少
時

代
に
お
け
る
教
育
環
境
を
ふ
ま

え
た
租
税
教
育
等
へ
の
期
待
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

租
税
犯
と
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
罪

の
前
提
犯
罪

金
子
宏
教
授
は
、
租
税
犯
に

つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
租
税
犯
は
、
国
家
の
租
税

債
権
を
直
接
侵
害
す
る
脱
税

犯
、
国
家
の
租
税
確
定
権
お
よ

び
徴
収
権
の
正
常
な
行
使
を
阻

害
す
る
危
険
が
あ
る
た
め
可
罰

的
で
あ
る
と
さ
れ
る
租
税
危
害

犯
、
平
成
29
年
改
正
で
創
設
さ

れ
た
煽
動
犯
（
国
税
通
則
法
1

2
6
条
）
に
分
か
れ
る
。
さ
ら

に
、
脱
税
犯
は
逋
脱
犯
・
間
接

脱
税
犯
・
不
納
付
犯
・
お
よ
び

滞
納
処
分
免
脱
犯
に
分
か
れ
、

租
税
危
害
犯
は
単
純
無
申
告
犯

・
不
徴
収
犯
・
検
査
拒
否
犯
等

に
分
か
れ
て
い
る
ⅵ
。

一
方
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ

リ
ン
グ
罪
に
つ
い
て
、
我
が
国

で
は
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
等

に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、

さ
ら
に
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
で

は
、
前
提
犯
罪
を
「
死
刑
又
は

無
期
若
し
く
は
長
期
4
年
以
上

の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
の
刑
が

定
め
ら
れ
て
い
る
罪
」
と
し
て

包
括
的
に
規
定
し
て
い
る
。
か

か
る
包
括
規
定
に
よ
り
、
マ
ネ

ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の
前
提

犯
罪
と
な
る
の
は
、
脱
税
犯
の

う
ち
、
直
接
税
お
よ
び
消
費
税

の
逋
脱
犯
（
10
年
以
下
の
懲
役

も
し
く
は
1
0
0
0
万
円
以
下

の
罰
金
ま
た
は
そ
の
併
科
、
所

得
税
法
2
3
8
条
1
項
、
法
人

税
法
1
5
9
条
1
項
、
消
費
税

法
64
条
1
項
等
）な
ど
で
あ
り
、

滞
納
処
分
免
脱
犯
（
3
年
以
下

の
懲
役
も
し
く
は
2
5
0
万
円

以
下
の
罰
金
ま
た
は
そ
の
併

科
、
国
税
徴
収
法
1
8
7
条
1

項
）
等
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
租
税
危
害
犯（
直

接
税
・
間
接
税
の
分
野
で
1
年

以
下
の
懲
役
ま
た
は
50
万
円
以

下
の
罰
金
、
所
得
税
法
2
4
1

条
、酒
税
法
56
条
等
）や
煽
動
犯

（
3
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
20

万
円
以
下
の
罰
金
、
国
税
通
則

法
1
2
6
条
）
も
前
提
犯
罪
に

は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
城
祐
一
郎
教
授
は
、

脱
税
を
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ

ン
グ
の
前
提
犯
罪
に
加
え
た
こ

と
に
よ
り
生
じ
る
問
題
を
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
通
常
は

前
提
犯
罪
を
実
行
し
な
い
と
犯

罪
収
益
が
え
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
後
に
行
わ
れ
る
マ
ネ

ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の
実
行

行
為
が
先
行
す
る
と
い
う
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
脱
税
の
場
合
に

は
こ
れ
が
生
じ
う
る
。
た
し
か

に
、
脱
税
は
あ
く
ま
で
確
定
申

告
等
に
お
い
て
虚
偽
の
申
告
書

を
提
出
し
た
こ
と
で
実
行
行
為

と
し
て
認
定
さ
れ
る
た
め
、
犯

罪
収
益
等
が
生
じ
な
い
段
階
、

つ
ま
り
確
定
申
告
に
先
立
っ
て

な
さ
れ
る
財
産
の
帰
属
等
の
仮

装
・
隠
匿
等
の
行
為
実
行
段
階

で
は
処
罰
に
値
し
な
い
と
い
う

考
え
方
は
当
然
に
あ
り
え
よ

う
。
し
か
し
な
が
ら
、
脱
税
者

の
心
理
と
し
て
は
、
確
定
申
告

以
前
に
仮
装
・
隠
匿
行
為
を
完

遂
す
る
こ
と
が
主
な
関
心
対
象

で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
た

め
、
仮
装
・
隠
匿
行
為
と
い
っ

た
脱
税
の
予
備
段
階
に
お
い
て

も
、
先
行
す
る
仮
装
・
隠
匿
行

為
を
、
犯
罪
収
益
等
の
取
得
に

つ
き
事
実
を
仮
装
す
る
行
為
に

係
る
罪
（
犯
罪
収
益
等
取
得
事

実
仮
装
罪
）
と
し
て
処
罰
の
対

象
と
す
る
こ
と
は
検
討
に
値
す

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ⅶ
。

上
述
の
よ
う
、
歴
史
的
に
み

て
も
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン

グ
と
脱
税
の
関
係
は
深
く
、
租

税
犯
の
全
て
で
は
な
い
も
の
の

直
接
税
お
よ
び
消
費
税
の
逋
脱

犯
な
ど
の
脱
税
犯
が
マ
ネ
ー
・

ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の
前
提
犯
罪

に
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
、
脱
税

の
予
備
段
階
に
お
い
て
も
処
罰

対
象
と
な
り
う
る
と
さ
れ
て
い

る
。
両
者
の
関
係
に
は
、
十
分

留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

税
理
士
事
務
所
等
に
求
め
ら
れ
る
内
部
管

理
体
制

「
税
理
士
事
務
所
等
の
内
部

規
律
及
び
内
部
管
理
体
制
に
関

す
る
指
針
」
に
よ
れ
ば
、
金
融

機
関
や
士
業
者
と
い
っ
た
事
業

者
（
以
下
「
特
定
事
業
者
」）

に
は
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
法

に
よ
り
、
顧
客
と
の
間
で
、
現

金
、
預
金
、
有
価
証
券
そ
の
他

の
財
産
の
管
理
又
は
処
分
な
ど

特
定
の
業
務
（
以
下
「
特
定
業

務
」）
の
う
ち
2
0
0
万
円
を

超
え
る
場
合
な
ど
一
定
の
取
引

（
以
下
「
特
定
取
引
」）
を
行

う
場
合
に
、
本
人
特
定
事
項
の

確
認
等
の
義
務
が
課
さ
れ
て
い

る
。
税
理
士
事
務
所
等
に
お
い

て
も
、
顧
客
と
の
間
で
特
定
業

務
の
う
ち
特
定
取
引
を
行
う

際
、
①
本
人
特
定
事
項
の
確
認

（
取
引
時
確
認
）、
②
確
認
記

録
の
作
成
・
保
存
、
③
取
引
記

録
等
の
作
成
・
保
存
（
①
〜
③

を
併
せ
て
以
下
「
取
引
時
確
認

等
」）
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
取
引
時
確
認
を
し
た

事
項
に
係
る
情
報
を
最
新
の
内

容
に
保
つ
た
め
の
措
置
を
講
じ

な
が
ら
、
使
用
人
に
対
す
る
教

育
訓
練
な
ど
必
要
な
内
部
管
理

体
制
の
整
備
に
も
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ⅷ
。

そ
の
た
め
、
税
理
士
事
務
所

等
は
、
自
ら
の
内
部
管
理
体
制

の
妥
当
性
を
再
度
検
証
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
上
述
の

よ
う
、
法
律
・
会
計
関
係
サ
ー

ビ
ス
は
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ

リ
ン
グ
に
悪
用
さ
れ
る
危
険
性

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

税
理
士
事
務
所
等
の
内
部
管
理

体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
は
、

事
情
を
知
ら
ず
に
脱
税
の
予
備

段
階
に
お
け
る
仮
装
・
隠
匿
行

為
へ
の
加
担
を
未
然
に
防
止
す

る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
、
結
果

と
し
て
経
済
社
会
の
健
全
性
を

維
持
す
る
こ
と
に
貢
献
す
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。

マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
租
税
犯

の
未
然
防
止
と
租
税
教
育
等
へ
の
期
待

上
述
の
よ
う
に
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
の
歴
史
は
、
ア

ル
・
カ
ポ
ネ
の
脱
税
に
よ
る
逮

捕
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
カ
ポ
ネ
は
、
東
京
の
姉

妹
都
市
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

で
幼
少
期
を
過
ご
し
な
が
ら
小

学
校
教
育
を
受
け
て
い
た
。

「
租
税
教
育
等
基
本
指
針
」

に
よ
れ
ば
、
租
税
教
育
等
の
目

的
は
、「
社
会
の
構
成
員
と
し
て

の
正
し
い
判
断
力
と
健
全
な
納

税
者
意
識
を
持
つ
国
民
を
育
成

す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
併
せ
て

国
民
に
対
し
税
理
士
制
度
を
正

し
く
周
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。

効
果
的
な
租
税
教
育
等
に
よ
り

納
税
に
対
す
る
健
全
な
知
識
が

醸
成
さ
れ
れ
ば
、
民
主
国
家
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
す
る
」
ⅸ

と
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
、
当

時
、
カ
ポ
ネ
が
こ
の
よ
う
な
租

税
教
育
等
を
受
け
て
い
れ
ば
、

そ
の
後
の
犯
罪
歴
も
か
わ
っ
て

い
た
か
も
し
れ
な
い
。
当
職
が

参
加
さ
せ
て
頂
い
た
租
税
教
室

で
も
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
で
上
記

目
的
に
微
力
な
が
ら
貢
献
で
き

る
も
の
と
実
感
し
た
。
小
学
生

時
代
の
カ
ポ
ネ
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
非
行
、
そ
の
後
の
マ
ネ
ー

・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
や
脱
税
と

い
っ
た
犯
罪
の
未
然
防
止
に
お

い
て
も
租
税
教
育
等
へ
の
期
待

は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

我
々
税
理
士
は
、
デ
ジ
タ
ル

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

を
推
進
し
つ
つ
内
部
管
理
体
制

を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
、
マ
ネ

ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
及
び
租

税
犯
の
未
然
防
止
に
努
め
な
が

ら
経
済
社
会
の
健
全
性
を
維
持

す
る
こ
と
に
貢
献
し
、
さ
ら
に

は
、
租
税
教
育
等
を
推
進
す
る

こ
と
で
国
民
の
健
全
な
納
税
意

識
を
育
成
し
つ
つ
、
民
主
国
家

の
発
展
に
も
寄
与
す
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ⅰ

経
済
産
業
省
「
デ
ジ
タ
ル

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン

を
推
進
す
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
」
2
頁
（
平
成
30
年
）

ⅱ

Ｏ
Ｆ
Ａ
Ｃ
の
制
裁
プ
ロ
グ

ラ
ム
及
び
情
報
に
つ
い
て
は
、

O
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f
F
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v
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e -ce
n
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ctio
n
s
/
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ag
e
s/d
e
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x

ⅲ

城
祐
一
郎
「
マ
ネ
ー
・
ロ

ー
ン
ダ
リ
ン
グ
罪
―
捜
査
の
す

べ
て
〔
第
2
版
〕」
2
―
6
頁
（
平

成
30
年
・
立
花
書
房
）

ⅳ

F
A
T
F
,
In
te
rn
atio

n
al
S
tan
d
ard
s
o
n
C
o
m

b
atin
g
M
o
n
e
y
L
au
n
d
e

rin
g
an
d
th
e
F
in
an
cial

T
e
rro
rism

&
P
ro
life
r

atio
n
,
T
h
e
F
A
T
F
R
e
c

o
m
m
e
n
d
atio
n
s,
U
p
d
at

e
d
Ju
n
e
2
0
1
9
(2
0
1
2),

p
p
.3
2 -3
3
/p
p
.1
1
5 -1
1
6

ⅴ

国
家
公
安
委
員
会
「
犯
罪

収
益
移
転
危
険
度
調
査
書
」
84

―
87
頁
（
令
和
元
年
）

ⅵ

金
子
宏
「
租
税
法
〔
第
23

版
〕」
1
1
1
9
―
1
1
2
5
頁

（
令
和
2
年
・
弘
文
堂
）

ⅶ

城
・
前
掲
ⅲ
4
0
0
―
4
0

2
頁

ⅷ

日
本
税
理
士
会
連
合
会
業

務
対
策
部
「
税
理
士
事
務
所
等

の
内
部
規
律
及
び
内
部
管
理
体

制
に
関
す
る
指
針
」
25
―
26
頁

（
平
成
31
年
）

ⅸ

日
本
税
理
士
会
連
合
会
「
租

税
教
育
等
基
本
指
針
」
1
頁
（
平

成
28
年
）

マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
と

租
税
犯
を
巡
る
一
考
察

平本洋一
【麹町】
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